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 日本の農林水産分野のGHG排出量

＊排出量の合計値には、燃料燃焼及び農作物残渣の野焼きによるCH4・N2Oが含まれているが、
僅少であることから表記していない。このため、内訳で示された排出量の合計とガス毎の
排出量の合計値は必ずしも一致しない。

出典：国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量
          データ」を基に農林水産省作成

総排出量
11億3,500万t-CO2

（2022年度）

世界全体と日本の農林水産分野の温室効果ガス(GHG)の排出
○ 世界のGHG排出量は、590億トン（CO2換算）。このうち、農業･林業･その他土地利用の排出は22％
（2019年）。

○ 日本の排出量は11.35億トン。うち農林水産分野は4,790万トン、全排出量の4.2%（2022年度）。
＊日本全体のエネルギー起源のCO2排出量は世界比約3.2％(第5位、2019年(出典:EDMC/エネルギー経済統計要覧))

○ 日本の吸収量は5,020万トン。このうち森林4,570万トン、農地・牧草地300万トン（2022年度）。

単位：億t-CO2換算
＊「農業」には、稲作、畜産、施肥などによる排出量が含まれる
が、燃料燃焼による排出量は含まない。

出典：「IPCC第6次評価報告書第３作業部会報告書（2022年）」
を基に農林水産省作成

人為起源の
GHG排出量
約590億t-CO2 
（2019年）

世界の農林業由来のGHG排出量

農林水産分野の排出量
4,790万t-CO2（4.2%）

（2022年度）

単位：万t-CO2換算
＊温室効果は、CO2に比べCH4で28倍、N2Oで265倍。
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日本の温室効果ガス排出動向
（出典）国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ」を基に農林水産省作成

日本の温室効果ガス排出動向と農林水産分野の排出割合

注：「食品飲料製造業」は温室効果ガスのうち、CO2のみの数値である。

○ 2022年度の我が国の温室効果ガス総排出量は11億35百万トンで、前年度比で2.5%減少。
○ 農林水産業由来の温室効果ガス排出量は4,790万トンで、前年度比で3.8%減少。
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地球温暖化対策の概要
○ 農林水産省では、温室効果ガスを削減し地球温暖化の防止を図るための「緩和策」と、地球温暖化がも
たらす現在及び将来の気候変動の影響に対処する「適応策」を一体的に推進。

（環境省資料を基に作成）

温室効果ガス

の増加
化石燃料使用による
二酸化炭素の排出、

農業・林業・その他の土地
利用などによる排出

気候変動

気温上昇（地球温暖化）

降雨パターンの変化

海面上昇など

気候変動の

影響

生活、社会、経済

自然環境への影響

緩和
温室効果ガスの
排出を抑制する

適応
被害を回避
・軽減する

・地球温暖化対策推進法
1998年法律第117号
2021年一部改正

・地球温暖化対策計画
 2016年5⽉13日閣議決定
2021年10⽉22日改定

・農林水産省地球温暖化対策計画
2017年3⽉14日策定
2021年10⽉27日改定

・気候変動適応法
(2018年法律第50号)

・気候変動適応計画
2018年11⽉27日閣議決定

               2021年10⽉22日改定
               2023年5⽉30日一部変更

・農林水産省気候変動適応計画
2015年8⽉6日策定
2021年10⽉27日改定
2023年8⽉31日改定

緩和策：気候変動の原因となるCO2やメタンなどの温室効果ガスの排出削減対策
適応策：既に生じている、あるいは、将来予測される気候変動の影響による被害の回避・軽減対策
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農林水産省地球温暖化対策計画 農林水産省気候変動適応計画

策定時期

2017年３月
2021年10月27日改定

2015年８月
（2017年3月、2018年11月、2021年10月

一部改定）
2023年８月31日改定

根拠 農林水産省が自主的に策定 農林水産省が自主的に策定

目的 温室効果ガスの排出の抑制
（緩和策）

気候変動の影響による被害の回避・軽減
（適応策）

政府の
関連計画

地球温暖化対策計画
（2021年10月22日閣議決定）

気候変動適応計画
（2021年10月22日閣議決定）

（2023年５月30日閣議決定（一部変更））

計画期間 2030年度まで 当面10年程度
（2026年度改定予定）

概要

・農林水産分野の地球温暖化対策を総合的かつ
計画的に推進するため、農林水産省が策定。

・農業、食品、水産等の分野別の温室効果ガス排
出削減対策、森林や農地等の吸収源対策、分野
横断的な施策、研究開発等について記述。

・2050年カーボンニュートラルや2030年度46%削
減目標、「みどりの食料システム戦略」等を踏まえ、
農林水産分野における地球温暖化対策を最大限
推進。

・農林水産分野の気候変動適応策を総合的かつ
計画的に推進するため、農林水産省が策定。

・ 「気候変動影響評価報告書」（令和２年12月
環境省公表）及び 「みどりの食料システム戦略」を
踏まえ、気候変動に適応する生産安定技術・品種
の開発・普及等について最新の情報に更新。

・政府の「気候変動適応計画」の見直しに反映。

農林水産省の地球温暖化対策関連計画
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海外の動向
政府全体の計画
（閣議決定）

省計画

・2021年10月
農林水産省地球温暖化対策計画 改定
農林水産省気候変動適応計画 改定

｢みどりの食料システム戦略｣と地球温暖化関連計画

・2021年5月 
みどりの食料システム戦略
食料・農林水産業の生産力向上と持続性の
両立をイノベーションで実現させるための
新たな政策方針として策定

・2015年12月
パリ協定 採択

踏まえて

・2016年５月
地球温暖化対策計画 策定
政府が策定する地球温暖化に関する総合
計画（法定計画）

・2018年11月
気候変動適応計画 策定
気候変動による被害を軽減・回避するた
め、農業、防災、熱中症等各分野の国の
基本的な計画（法定計画）

・2018年11月
農林水産省気候変動適応計画改定
気候変動に適応するため生産安定技術・品種の開発・普
及等農林水産分野の適応計画を策定

・2017年3月
農林水産省地球温暖化対策計画策定
農林水産分野の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推
進するため策定

・2021年10月
地球温暖化対策計画 改定
気候変動適応計画 改定
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「みどりの食料システム戦略」(2021年５⽉策定)①
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「みどりの食料システム戦略」(2021年５⽉策定)②
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「みどりの食料システム戦略」(2021年５⽉策定)③
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2030年度排出削減目標
▲46.0％（2013年度比）※

排出削減対策▲42.2％

（農林水産分野▲0.2％含む）

農林水産分野の
対策により▲3.5％

2013年度
(H25年度)

2030年度

7億6,000万
t-CO2

2030年度
目標

2013年度
総排出量

14億734万
t-CO2

※：排出削減対策と吸収源対策のほか
、二国間クレジット制度（JCM）によ
り、官民連携で2030年度までの累
積で、1億t-CO2程度の国際的な排
出削減・吸収量を目指す。

政府の「地球温暖化対策計画」の中期目標

資料：「地球温暖化対策計画」(令和3年10月22日閣議決定）及び「2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量について」（環境省発表）を基に農林水産省作成。

【排出削減対策】

省エネルギー型漁船への転換

漁船の省エネルギー対策

2030年度削減目標：19.4万t-CO2

施設園芸・農業機械の温室効果ガス排出削減対策

・施設園芸における省エネ設備の導入
・省エネ農機の普及 ＜ヒートポンプ等省エネ型設備や

自動操舵装置等省エネ農機の普及＞

2030年度削減目標：施設園芸 155万t-CO2
農業機械 0.79万t-CO2

・中干し期間の延長等による水田からのメタンの削減
・施肥の適正化による一酸化二窒素の削減

2030年度削減目標：メタン 104万t-CO2
一酸化二窒素 24万t-CO2

農地土壌に係る温室効果ガス削減対策

＜土壌診断に基づく施肥指導＞

＜省エネ型のエンジン等の導入＞

【吸収源対策】
森林吸収源対策

2030年度目標：約3,800万t-CO2

農地土壌吸収源対策

・堆肥や緑肥等の有機物やバイオ炭の施用を推
進することにより、農地や草地における炭素貯
留を促進 微生物分解を受けにくい

土壌有機炭素

2030年度目標：850万t-CO2
堆肥等の施用

・間伐の適切な実施や、エリートツリー等
を活用した再造林等の森林整備の推進

・建築物の木造化等による木材利用の拡大 等
エリートツリー

の活用
建築物の

木造化・木質化

吸収源対策 ▲3.4％

森 林 吸 収 ▲2.7％ 

農地土壌吸収 ▲ 0 . 6％

農林水産分野 ▲3.3％

政府の「地球温暖化対策計画」(2021年10月閣議決定) の目標と農林⽔産分野の位置付けについて
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